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1. 医師の働き方改革の制度について【概要】

2. 2024年４月に向けて、すべての医療機関に求められる取組

3. BC水準の指定申請を行う医療機関にさらに求められる取組

4. 評価センターへの申請手続き・評価受審に当たっての注意点

制度開始まであと１年
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医師の働き方改革の制度について【概要】
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制度の仕組み 医師の時間外労働の上限規制について

連携Bの活用を！

まずは、2024年4月までに1860時間以下へ！

２０２４年４月以降は、年960時間超の時間外・休日労働が可能となるのは、
都道府県知事の指定を受けた医療機関で指定に係る業務に従事する医師（連携Ｂ・Ｂ・Ｃ水準の適用医師）のみ
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制度の仕組み （B）水準対象医療機関
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制度の仕組み 連携（B）水準対象医療機関
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制度の仕組み Ｃ－１、Ｃ－２水準対象医療機関

出所：医師の働き方改革に関する検討会 報告書の概要 （H31.3.28）

Ｃ水準【集中的技能向上水準】

Ｃ－１水準：臨床研修医・専門研修中の医師の研鑽意欲に応えて、一定期間集中的に知識・手技
を身につけられるようにするための医療機関

Ｃ－２水準：高度な技能を有する医師を育成する必要がある分野において、新しい診断・治療法
の活用・普及等が図られるようにするための医療機関

①対象分野（特定分野）の考え方
②特定分野における高度な技能の考え方
③技能の習得にやむを得ず長時間労働となる業務の考え方

論 点
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C-2水準の対象技能となり得る具体的な技能の考え方制度の仕組み

第14回 医師の働き方改革の推進に関する検討会資料
8

対象技能の考え方
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Ｃ-２水準に関するホームページ「医師の働き方改革Ｃ２審査・申請ナビ」

医療機関及びＣ-２水準の適用を希望する医師に対して、審査に必要な情報を掲載

https://c2-shinsasoshiki.mhlw.go.jp/
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参 考

令和４年9月30日公開



制度の仕組み
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各水準の指定と適用を受ける医師について

A水準以外の各水準は、指定を受けた医療機関に所属する全ての医師に適用されるのではなく、
指定される事由となった業務やプログラム等に従事する医師にのみ適用される。
所属する医師に異なる水準を適用させるためには、医療機関はそれぞれの水準についての指定を受ける必要がある。



Ｂ•連携Ｂ•Ｃ水準の対象医療機関の指定要件制度の仕組み

Ｂ水準 連携Ｂ水準 Ｃ-１水準 Ｃ-２水準 備考

1 医療機関機能 ○ ○

2 臨床研修病院又は専門研修ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ･ｶﾘ ｷｭﾗﾑ認
定医療機関である ○

3
特定高度技能を有する医師の育成・研鑽に
十分な環境がある

○
設備、症例数、指導医等につき審査
組織の個別審査を想定。

4

36協定において年960時間を超える時間外
・休日労働に関する上限時間の定めをする必
要がある

○ ○ ○

副業・兼業先での労働時間を通算すると、時間
外・休日労働が年960時間を超える必要があ
る

○

（必要性について、合議での確認）
都道府県医療審議会の
意見聴取

都道府県医療審議会の
意見聴取

地域医療対策協議会及び
都道府県医療審議会の
意見聴取

審査組織及び都道府県
医療審議会の意見聴取

（必要性について、実績面の確認）
労働時間短縮計画に記載
の実績値で判断

労働時間短縮計画に記載
の実績値で判断

プログラム全体及び各医
療機関の明示時間数（時
短計画実績値とも整合）
で判断

労働時間短縮計画に記載
の実績値で判断

5 都道府県医療審議会の意見聴取
○ ○ ○ ○

実質的な議論は、医療審議会に設けら
れた分科会や地域医療対策協議会等の
適切な場において行うことを想定
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労働時間短縮計画が策定され、労働時間
短縮の取組や追加的健康確保措置の実施
体制の整備が確認できる

○ ○ ○ ○ 年１回都道府県へ提出

7 評価センターの評価を受けている ○ ○ 〇 〇 過去３年以内に受審していること

8 労働関係法令の重大かつ悪質な違反がない ○ ○ ○ ○ 過去１年以内に送検・公表されていない
こと

※要件となる項目に○

審査組織

評価
センター
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2024.4
(R6.4)

医

療

機

関

2022.4
(R4.4)

評価センターの評価

Ｃ-２水準関連
審査受審

審査結果受領

臨床研修・専門研修プログラム／カリキュラム内へ
時間外労働時間数明示

指定結果
通知

都道府県
医療審議会
意見聴取

指定公示
評価公表

時短計画案
作成

評価センター
評価受審

評価センター
評価結果受領

指定結果
受領

Ｃ-２水準

Ｃ-１水準

厚生労働大臣（審査組織）の確認

都

道

府

県

指定申請
受付

指定申請
提出

Ｂ水準
連携Ｂ水準
Ｃ-１水準
Ｃ-２水準

Ｃ水準に関する追加事項

評価センター
評価結果受領

時短計画：医師労働時間短縮計画
評価センター：医療機関勤務環境評価センター

2022.04.01 厚生労働省施行通知 資料
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制度の仕組み 特定労務管理対象機関の指定に係る都道府県・医療機関の手続の流れ

評価手続き
約４か月



2024年４月に向けて、
すべての医療機関に求められる取組
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36協定の締結

医師の労働時間の把握

面接指導実施体制の整備



① 副業・兼業について

② 宿日直許可の取得について

③ 自己研鑽の取扱いについて
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医師の労働時間の把握



面接指導実施体制の整備

副業・兼業先の勤務予定と労働時間の把握

副業・兼業を行う医師については、

「自院での労働時間」と医師からの自己申告等により把握した「副業・兼業先での

労働時間」を通算する必要があります。

※ 前提として、自院における労働時間の管理がされている必要があります。

副業・兼業

仕組み作りが重要

評価受審のポイント
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36協定の締結医師の労働時間の把握

① 副業・兼業について



医師から副業・兼業先を把握
（自己申告）する仕組み

医師から副業・兼業先での
労働時間（実働時間）の申告
（自己申告）を受ける仕組み

副業・兼業先の勤務予定と労働時間を把握するための仕組み

予定の把握 実績の把握

届出・許可申請のルール、
届出様式等の整備

実績報告（届出）のルール、
報告様式等の整備
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面接指導実施体制の整備36協定の締結医師の労働時間の把握

① 副業・兼業について



宿日直許可
の有無

勤務実績（労働時間）の記録方法

許可あり
• 許可を取得している宿直・日直の時間帯を労働時間から除外していること

（但し、実働時間は、労働時間として記載していること）

許可なし • 宿直・日直の時間帯をすべて時間外・休日労働時間として記載していること

• 宿日直許可書の有無の確認
• 宿日直を行った日の労働時間が確認できる勤務実績表、又は当直表と

宿日直を行った医師の時間外手当の申請書※
• 宿日直許可の有無に応じた時間外・休日労働時間が記載されていること

宿日直許可の有無に応じた労働時間管理を行っていること

※ 宿日直許可の有無に応じた労働時間管理ができているかを確認する項目ですので、
当直表を提出する場合は、当直を行った日の時間外手当の申請書を提出いただく必要があります。

評価受審のポイント
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面接指導実施体制の整備36協定の締結医師の労働時間の把握

② 宿日直許可について



業務上必須ではない行為を、自由な意思に基づき、所定労働時間外に、自ら申し

出て、上司の明示・黙示による指示なく行う時間については、在院して行う場合で

あっても、一般的に労働時間に該当しない。

自己研鑽

1. 医局内で十分に話し合い、検討したうえで自己研鑽の取扱い（自己研鑽
ルール）を各医療機関で明確化、明文化していること

2. 医師だけでなく、医療機関内の他の職種を含めて周知していること

令和元年7月1日付け通達「医師の研鑽に係る労働時間に関する考え方について」にて、労働時間該当性のポイントを解説

評価受審のポイント
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面接指導実施体制の整備36協定の締結医師の労働時間の把握

③ 自己研鑽について



研鑽の類型 考え方・手続

診療ガイドラインや
新しい治療法等の勉強

• 業務上必須ではない行為を、自由な意思に基づき、所定労働時間外に、自ら申し出て、上司の明示・黙示による指示なく行
う時間については、在院して行う場合であっても、一般的に労働時間に該当しないと考えられる。

• ただし、診療の準備又は診療に伴う後処理として不可欠なものは、労働時間に該当する。

学会・院内勉強会等への参加や準備、
専門医の取得・更新にかかる講習会
受講等

• 左記の研鑽が奨励されている等の事情があっても、業務上必須ではない行為を自由な意思に基づき、所定労働時間外に
自ら申し出て、上司の明示・黙示による指示なく行う時間については、在院して行う場合であっても、一般的に労働時間に
該当しないと考えられる。

• ただし、研鑽の不実施について就業規則上の制裁等の不利益が課されているため、その実施を余儀なくされている場合や、
研鑽が業務上必須である場合、業務上必須でなくとも上司が明示・黙示の指示をしている場合は、労働時間に該当する。

当直シフト外で時間外に待機し、
手術・措置等の見学を行うこと

• 左記の研鑽が奨励されている等の事情があっても、業務上必須でない見学を、自由な意思に基づき、所定労働時間外に、
自ら申し出て、上司の明示・黙示による指示なく行う場合、当該見学やそのための待機時間については、在院して行う場合
であっても、一般的に労働時間に該当しないと考えられる。

• ただし、見学中に診療を行った場合については、当該診療を行った時間は、労働時間に該当すると考えられ、また、見学中
に診療を行うことが慣習化、常態化している場合については、見学の時間全てが労働時間に骸当する。

必要な
手続き等

研鑽を行うことについての医師の申出と上司による確認のルール作り

通常勤務と明確に切り分ける（突発的な場合を除き診療等を指示しない措置等）

医療機関ごとに取扱いを明確化して書面等に示し、院内職員に周知する

医師の労働時間にかかる論点の取扱い（研鑽）制度の仕組み 自己研鑽
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36協定の締結について



面接指導実施体制の整備36協定の締結

法定労働時間 【原則】
法律による上限

一般労働者 医 師

法律による上限
【特別条項】

法律による上限
【特別条項】

法律による上限
【特別条項】

• １日８時間
• １週40時間

• 月45時間
• 年３６０時間

• 複数月平均80時間
• 月100時間未満
• 年720時間

• 年960時間以下 • 年1,860時間以下

A水準 BC水準

36協定で締結する時間外・休日労働は医師の実態に即した上限時間とすること

36協定の締結が必要

• ３６協定書（労働基準監督署の受付印のあるもの）の確認
• 上限時間数が前年度の医師の最長時間数から大きく乖離していないこと

評価受審のポイント
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医師の労働時間の把握

「法定労働時間」を超えて、従業員に時間外労働（残業）をさせる場合には、労働基準法第３６条
に基づく労使協定（３６協定）の締結、労働基準監督署への届出が必要です。



３６協定の締結に当たり、労働者側の当事者となる過半数代表者については、
次の３事項を満たしていることを確認すること

• 過半数代表者の選出方法（投票、選挙など）があること
• 結果等の記録があること

過半数代表者の選出

① 労働者の過半数を代表していること
② その選出に当たっては、すべての労働者が参加した民主的な手続が

とられていること
③ 管理監督者に該当しないこと

評価受審のポイント
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面接指導実施体制の整備36協定の締結医師の労働時間の把握



面接指導実施体制の整備について
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制度の仕組み 医師の時間外労働規制について

連携Bの活用を！

まずは、2024年4月までに1860時間以下へ！

２０２４年４月以降は、年960時間超の時間外・休日労働が可能となるのは、
都道府県知事の指定を受けた医療機関で指定に係る業務に従事する医師（連携Ｂ・Ｂ・Ｃ水準の適用医師）のみ
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月の上限を超える場合の面接指導と就業上の措置

特例水準よる
区別はありません

追
加
的
健
康
確
保
措
置



面接指導実施体制の整備

対象者 面接指導の対象・実施時期
面接指導の
実施要件

面接指導の
実施者

長時間労働者に対する
医師による面接指導

医師を含む
すべての
労働者

月80時間超の時間外・休日労働時間を行い、
疲労の蓄積が認められる者

面接指導の申出
があった場合に

実施

産業医
が望ましい

時間外・休日労働時間
が月100時間超となる
見込みの医師に対する
面接指導

医 師

100時間到達後でも可

月の時間外・休日労働が100時間に達するまで
の間に実施

面接指導の
実施が義務

面接指導
実施医師

事業者は、面接指導実施医師からの報告及び意見を踏まえ、就業上の措置を講じる
（月の時間外・休日労働が155時間を超える場合は遅滞なく労働時間短縮のために必要な措置を講じ

なければならない）

従来の労働安全衛生法による面接指導と改正医療法による面接指導の違い

A水準の医師

BC水準の医師改正医療法に
よる面接指導 産業医であっても所定の

養成講習を修了する必要
があります

従来の安衛法
の面接指導

改正医療法による面接指導等のルールを従来の安衛法による面接指導とは別の枠組みの
作成が必要

評価受審のポイント
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ただし、月の時間外・休日労働が80時間到達前後に
疲労度確認を行い、疲労蓄積がある場合は、１００時間
到達前に実施すること

36協定の締結医師の労働時間の把握



長時間労働の医師に対する面接指導実施体制の整備（業務フローの整備）

事業者
（医療機関の管理者）

※面接指導の結果の記録
の保存（5年）

労働者
（面接指導対象医師）

1か月の時間外・休日労働
が100時間以上の見込み

面接指導
実施医師

※勤務する医療機関の
管理者でないこと

※講習終了者
※産業医（講習終了者）が

担うことも可

【必要と認める場合には遅滞なく労働時間の短縮、宿直回数の減少その他の適切な措置を実施】
※1か月の時間外・休日労働が155時間を超える場合には遅滞なく労働時間短縮のために必要な措置を講じなければならない。

【管理者が面接指導実施医師による面接指導を実施】

＜実施時期＞
• １か月の時間外・休日労働が１００時間に達するまでの間に実施（BC水準）
• 疲労の蓄積が認められない場合は100時間以上となった後遅滞なくでも可（BC水準以外）
＜確認事項＞
① 勤務の状況（前月の休日・時間外労働時間（副業・兼業も自己申告により通算する））
② 睡眠の状況（直近２週間の１日平均睡眠時間（可能であればアクチグラフ等の客観的指標を用いる））
③ 疲労の蓄積の状況（「労働者の疲労蓄積度の自己診断チェックリスト」）
④ ②、③以外の心身の状況
⑤ 面接指導を受ける意思の有無

【必要な情報の提供】

① 面接指導対象医師の氏名
② 上記＜確認事項＞の内容
③ その他必要な事項

※①、②は管理者の確認後速やかに
③は面接指導医師からの求め後速やかに

【面接指導】

＜確認事項＞
① 勤務の状況
② 睡眠の状況
③ 疲労の蓄積の状況
④ ②、③以外の心身の状況
（うつ症状や心血管疾患のリスク等）

※管理者が指定した
面接指導実施医師の
面接指導を希望しな
い場合は、他の面接
指導実施医師による
面接指導を受けて、
その結果を証明する
書面を管理者に提出
することも可。

【面
接
指
導
の
結
果
に
つ
い
て
の
意
見
聴
取
】

※

面
接
指
導
後
遅
滞
な
く

助
言
・指
導

産業医等と連携して行うことが望ましい
← 産業医は衛生委員会への委員としての参画を通じて事業者に意見を言う立場（労働安全衛生法の枠組み）

面接指導や就業上の措置の実施など、関係者と情報共有、連携し対応する業務フローを整えること

評価受審のポイント

26

制度の仕組み



URL：https://ishimensetsu.mhlw.go.jp/

令和４年１２月２７日より受講受付開始

27

面接指導実施医師養成講習会 専用サイト ［面接指導実施医師養成ナビ］
参 考



BC水準の指定申請を行う
医療機関にさらに求められる取組

28



医師労働時間短縮計画（案）の作成

29



計画対象医師 ※対象職種は医師のみ

医師労働時間短縮計画（案） 作成上のポイント

① 医師全員

② 長時間労働を行う個々の医師を特定

（連携B・B・C水準適用対象医師）

③ 長時間労働が恒常的となっている診療科に限定

①～③のいずれかを
選択して作成

記載事項

アウトカムの評価（項目81・82）では、
ここで選択した計画対象医師を
母数として割合を計算します。

評価受審のポイント

必須項目以外の評価項目のうち、現時点では未達成

又は取組中であっても、実施時期を定めて取り組み

を行うことが予定されているものについては、時短

計画に記載することが極めて重要です。

必須項目以外の評価項目のうち、
申請時点で未達成の項目内容につい
ては、具体的な実施時期と取組を時短
計画に記載することで、「○」※と自己
評価することができます。

評価受審のポイント

※自己評価の選択肢についてはスライドNo.48を参照
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年に１回、PDCAサイクルの中で自己評価を行い、労働時間の目標や取組内容について
必要な見直しを実施すること

1

医療機関内のすべての職員に対して、時短計画の内容を周知していること

医師を含む関係者が参加する合議体（委員会や会議等）での議論を経て作成していること

時短計画の対象医師に対して、計画の内容を説明し、意見交換を行っていること
1

1

1

2

医師労働時間短縮計画の作成手順について

1

3

4

合議体（委員会や会議等）の設置規程、議事録の確認（①は必須項目）

初
回
審
査
に
お
い
て
対
応
が
必
要

評価受審のポイント
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年間の時間外・休日労働時間数 ●年度実績 令和６年度目標
計画期間終了
年度の目標

平均

最長

960時間超～1,860時間の人数・割合

1,860時間超の人数・割合

令和６年度 △○×病院 医師労働時間短縮計画の案（作成例）

※令和６年度に向けた指定申請用
計画期間

令和６年４月～令和○年○月末

※５年以内の任意な期間を設定する。

対象医師

△△科医師（●名（Ｂ：●名／Ｃ-１：●名））

□□科医師（●名（連携Ｂ：●名／Ｃ-２：●名））

１．労働時間と組織管理（共通記載事項）

△△科医師（●名（Ｂ：●名／Ｃ-１：●名））

□□科医師（●名（連携Ｂ：●人／Ｃ-２：●人））

年間の時間外・休日労働時間数 ●年度実績 令和６年度目標
計画期間終了
年度の目標

平均

最長

960時間超～1,860時間の人数・割合

1,860時間超の人数・割合

（1）労働時間数
時間を記載（○時間△分）

※  青字は解説である

人数・割合を記載（○人・□％）

●年度の取組実績 ※案策定時点の前年度 出勤簿による自己申告

令和６年度の取組目標 出退勤管理に関してＩＣカード導入

計画期間中の取組目標 上記事項に取り組む

●年度の取組実績 ※案策定時点の前年度 特になし

令和６年度の取組目標 事業場における労働時間該当性を明確
にするための手続を周知し管理する

計画期間中の取組目標 上記事項に取り組む

●年度の取組実績 ※案策定時点の前年度 特になし（許可は得ていない）

令和６年度の取組目標 労働基準法施行規則第２３条の宿日直許
可の取得手続きを行う

計画期間中の取組目標 宿日直許可に基づき適切に取り組む

●年度の取組実績 ※案策定時点の前年度 協議の場として、労働時間等設定改善委
員会を月１回開催する。労働者の過半数
で組織する労働組合と協議・締結し、届け
出た36協定を医局内に掲示する。

令和６年度の取組目標 上記事項に取り組む

計画期間中の取組目標 同上

●年度の取組実績 ※案策定時点の前年度 ・衛生委員会を月１回開催する

・健康診断を年２回実施する

令和６年度の取組目標 上記事項に取り組む

計画期間中の取組目標 同上

【衛生委員会、産業医等の活用、面接指導の実施体制】

【労使の話し合い、36 協定の締結】

【医師の研鑚の労働時間該当性を明確化するための手続等】

【宿日直許可の有無を踏まえた時間管理】

【労働時間管理方法】

※以下に記載の取組内容は記載例としての参考である。このほか様々な取組が考えられる。

別添（取組例集）参照。 （略）

※案策定時点の前年度実績を記載
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（2）労務管理・健康管理

医師労働時間短縮計画（令和６年度用） ［作成例］



【追加的健康確保措置の実施】

※ 以下に記載の取組内容は記載例としての参考である。このほか様々な取組が考えられる。

別添（取組例集）参照。 （略）

２．労働時間短縮に向けた取組（項目ごとに任意の取組を記載）

各職種（医師、看護師、●●、●●）から各代表○名が参画する勤務環境改善委員会を○ヶ月に回開催し、
この計画の検討を行い策定した。案の段階で、対象医師やタスク・シフト先となる職員等を集めた説明会
を○回開催し、意見交換を実施するとともに、策定後には当該計画を医局のほか、各職種の職場に掲示
している。 ※計画の案の段階ではあるが、令和６年度以降の取組の方向性を示すものであり、院内掲示
等により周知を図ることが望ましい。

令和6年度に向けた準備 令和５年度中に面接志津実施医師●名の確保（必
要な研修の受講）を終える予定

令和６年度の取組目標 連続勤務時間制限、勤務間インターバル確保及び
代償休息確保を可能とする勤務体制とし、対象医
師への面接指導を漏れなく実施する。

計画期間中の取組目標 上記事項に取り組む

●年度の取組実績

※案策定時点の前年度
特になし

令和６年度の取組目標 • 国等が実施する病院長向けの研修会に病院長
が参加する

• 診療科長等向けに管理者のマネジメント研修を
年 1 回開催し受講を促す

計画期間中の取組目標 上記事項に取り組む

【管理者マネジメント研修】

（３）意識改革・啓発

（1）タスク・シフト／シェア

※ 以下に記載の取組内容は記載例としての参考である。このほか様々な取組が考えられる。

別添（取組例集）参照。 （略）

【看護師】

計画策定時点での取組実績 特になし

計画期間中の取組目標
特定行為研修を受講する看護師を○名以上に増加
させる

【医師事務作業補助者】

計画策定時点での取組実績
医師事務作業補助者○人体制で医師の具体的指示
の下、診療録等の代行入力を行う。

計画期間中の取組目標
医師事務作業補助者○人体制に増員し医師の具体

的指示の下、診療録等の代行入力を行う

（2）医師の業務の見直し

※ 以下に記載の取組内容は記載例としての参考である。このほか様々な取組が考えられる。

別添（取組例集）参照。 （略）

計画策定時点での取組実績 特になし（診療科ごとの宿日直体制）

計画期間中の取組目標

診療科ごとの体制ではなく、交代で１日当直当た

り 2 人体制とし、日当直しない診療科はオンコール
体制とする

（3）その他の勤務環境改善

※ 以下に記載の取組内容は記載例としての参考である。このほか様々な取組が考えられる。

別添（取組例集）参照。 （略）

計画策定時点での取組実績 特になし（未導入）

計画期間中の取組目標
音声入力システムを導入してカルテの一部を自動

作成する
※下のカテゴリーごとに、最低１つの取組を記載。

（4）策定プロセス

※準備実績又は準備の予定を記載、先行して
実施し実績がある場合には併せて記載。
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※ 以下に記載の取組内容は記載例としての参考である。このほか様々な取組が考えられる。

別添（取組例集）参照。 （略）

計画策定時点での取組実績 特になし

計画期間中の取組目標
副業・兼業先への労働時間短縮の協力要請を行い、
勤務シフトの調整を行う

（４）兼業・副業を行う医師の労働時間の管理

※ 本項目は副業・兼業を行う医師がいない場合には記載不要

（5）C－１水準を適用する臨床研修医及び専攻医の研修の効率化

※ 以下に記載の取組内容は記載例としての参考である。このほか様々な取組が考えられる。

別添（取組例集）参照。 （略）

計画策定時点での取組実績 特になし

計画期間中の取組目標
個々の医師に応じた研修目標の設定とこれに沿っ

た研修計画の作成を行う

34

必須項目以外の評価項目のうち、現時点では
未達成又は取組中であっても、実施時期を定
めて取り組みを行うことが予定されているも
のについては、時短計画に記載することが極
めて重要です。

• 2023年度中に実施予定の項目については、2023年度
（令和５年度）の時短計画に取組を記載します。
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連続勤務時間制限・
勤務間インターバル規制等への対応

36



通常の日勤及び宿日直許可のある宿日直に従事する場合

宿日直許可のない宿日直に従事する場合

15時間の連続勤務時間制限

28時間の連続勤務時間制限② 始業から46時間以内に18時間の連続した休息時間

① 始業から24時間以内に９時間の連続した休息時間

 確実に休息を確保する観点から、９時間又は18時間の連続した休息時間は、事前に勤務シフト等で予定され
たものであることを原則とする。

 予定された９時間又は18時間の連続した休息時間中にやむを得ない理由により発生した労働に従事した場
合は、当該労働時間に相当する時間の代償休息を事後的に付与する。

 宿日直許可のある宿日直に連続して９時間以上従事する場合は、９時間の連続した休息時間が確保されたも
のとみなし、この場合に通常の勤務時間と同態様の労働が発生した場合は、管理者は、当該労働時間に相当
する時間の休息を事後的に付与する配慮義務を負う。（※）

※ 休暇の取得の呼びかけ等の休息時間を確保するための何らかの取組を行う義務が発生する。
（必ずしも結果として休息時間の確保そのものが求められるものではない。）

義務対象はＢ・連携Ｂ・Ｃ水準の適用対象となる医師。Ａ水準の適用となる医師については努力義務
（Ｃ―１水準が適用される臨床研修医への適用については後述）

『第13回 医師の働き方改革の推進に関する検討会 2021.08.04開催資料』
37

連続勤務時間制限・勤務間インターバル規制等の基本的な考え方（１）制度の仕組み

基本的なルール



「始業」の考え方

連続勤務時間制限の起点となる「始業」は、事前に勤務シフト等で予定された労働の
開始時とする。

２種類の連続勤務時間制限と勤務間インターバル規制の関係

①「始業から24時間以内に９時間の連続した休息時間（15時間の連続勤務時間制限）」
と、宿日直許可のない宿日直に従事する場合の②「始業から46時間以内に18時間の
連続した休息時間（28時間の連続勤務時間制限）」について、①と②の間に段階的な規
制の適用を行うことはない

例えば、１日の間に短時間の休息と労働が繰り返されることが予定されている場合は、それぞれの労働の開始
が「始業」扱いとなる。

第13回 医師の働き方改革の推進に関する検討会
2021.08.04 開催資料
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連続勤務時間制限・勤務間インターバル規制等の基本的な考え方（２）

『第13回 医師の働き方改革の推進に関する検討会 2021.08.04開催資料』

制度の仕組み



臨床研修医に対する連続勤務時間制限・勤務間インターバル規制等の適用について論点

（Ｃ）－１水準の適用される初期研修医については、

医師の働き方改革に関する検討会報告書（平成31年3月29日） 抜粋

• 連続勤務時間制限・勤務間インターバルの実施を徹底し、代償休息の必要がないようにする。

• 一日ごとに確実に疲労回復させる観点で、勤務間インターバル９時間を必ず確保することとし、連続勤務時間制限
としては15時間とする。

• 臨床研修における必要性から、指導医の勤務に合わせた24時間の連続勤務時間とする必要がある場合はこれを
認めるが、その後の勤務間インターバルを24時間とする。

基本的なパターン

① 臨床研修における必要性から、オンコール又は宿日直許可のある宿日直への従事が必要な場合に限る。

② 臨床研修医の募集時に代償休息を付与する形式での研修を実施する旨を明示する。

③ 代償休息は、計画的な研修という観点から、通常は当該診療科の研修期間内で処理すべきであり、代償休息の
付与期限は原則として必要性が生じた診療科の研修期間内とし、それが困難な場合に限り、翌月末までとする。

【基本的なパターン】に加えて、下記の①～③を要件として、代償休息の付与を認める

夜間・休日のオンコールや宿日直許可のある宿日直に従事する際に、通常の勤務時間と同態様の労働が少しでも発生した場合
には「始業から48時間以内に24時間の連続した休息時間（24時間の連続勤務時間制限）」が適用され、翌日を終日休日とす
る必要があるため、これが連続すると研修期間（１ヶ月間とする診療科もある）の大部分を休日とせざるを得ない状況も生じか
ねず、期待された研修効果が獲得できないおそれがある

対応案

課 題

第13回 医師の働き方改革の推進に関する検討会
2021.08.04 開催資料
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連続勤務時間制限・勤務間インターバル規制等の論点の整理

『第13回 医師の働き方改革の推進に関する検討会 2021.08.04開催資料』

制度の仕組み



勤務間インターバルの確保、代償休息の付与に関する体制整備が必要

勤務間インターバルの確保、代償休息の付与に関するルール、規定等の作成

勤務間インターバルの確保・代償休息の付与に関するルール・規程等を作成し、医療機関内で周知して
いることが必要です。また、勤務間インターバルが確保できなかった場合、代償休息を取得する手続き
等をＢＣ水準の適用医師へ説明している必要があります。

勤務間インターバルが確保された勤務計画（予定）の作成

勤務間インターバルが確保された勤務計画（通常勤務、宿日直、副業・兼業等）を作成する仕組みが必要
です。各医師の宿日直予定、副業・兼業等の予定が記載された勤務計画を作成する際に、勤務間イン
ターバルが確保されている仕組みができているか確認します。

勤務間インターバルの確保状況、代償休息の付与時間の管理する勤務実績の管理

宿日直、副業・兼業時間を含む時間外・休日労働時間の実績から、勤務間インターバルを確保できな
かった時間数を把握し、翌月末までに付与すべき代償休息時間を把握する仕組みが必要です。代償休
息を付与すべき医師と時間数が管理されているか確認します。

勤務間インターバルの確保・代償休息を付与するためのルールや規定等に基づき、各医療機関に即した
勤務計画を作成し、勤務実績を管理する仕組みが整っていれば、申請時点で運用されていることまでは
必要ありません

評価受審のポイント

40



評価センターへの申請手続き
評価受審に当たっての注意点
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１．医療機関勤務環境評価センターの目的

日本医師会は、医療法第107条第１項の規定に基づく
「医療機関勤務環境評価センター」に指定されました （令和４年４月１日付け）

医療機関に勤務する医師の労働時間短縮の取組の状況について評価を行うことや、そ
の取組について必要な助言・指導を行うことによって、医師による良質かつ適切な医
療の効率的な提供に資すること

２．事業内容

① 医療機関勤務環境評価制度の周知・広報

② 医療機関における医師の労務管理の体制・運用状況や労働時間短縮のための取組

及び成果の評価

③ 医療機関の評価を実施する者、いわゆるサーベイヤーの研修

④ 医療機関の勤務環境評価の実施に関する相談、情報提供及び支援 等
42

医療機関勤務環境評価センターについて



医療機関勤務環境評価センターの組織

サーベイヤー

事業運営委員会
評価委員会

・ サーベイヤー候補の選定
・ サーベイヤーの審査結果に基づく審議
を行い、評価結果を実質的に決定

評価等業務諮問委員会

日 本 医 師 会

業務の執行に関する必要な事項
を審議の上、理事会に報告

ｻｰﾍﾞｲﾔｰ候補、
評価結果を報告

サーベイヤー候補、評価結果
を正式決定（形式的手続）

報告を受け、
業務執行に
関する必要
事項を決定

代表者の諮問に基づき、業務の
実施方法、評価結果等の重要事項
について調査審議し、答申

答申

諮問
決定

会長による委員任命にあたっては
厚生労働大臣の認可を行うことと
する。

（業務計画、予算等）

審査部会
・ｻｰﾍﾞｲﾔｰの審査結果の適切性を再確認
・ｻｰﾍﾞｲﾔｰや対象医療機関からの審査に
係る相談対応

医療機関勤務環境評価センター
◆事務局：医師の働き方改革推進室[健康医療第一課内]（2022.7.1～）

評価センターに申請

決定

報告

評価結果を

正式に決定し、
代表者で通知

会 長
理事会 ・常任理事会

代表者
が任命

医 療 機 関

関連団体から評価センターにサーベイヤー推薦

医療機関勤務環境評価センター代表者
日本医師会 会長
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第15回 医師の働き方改革の推進に関する検討会
2021.09.15 開催資料

変更後
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全体評価の考え方



評価センターの評価受審申込から評価結果通知までの流れ

医療機関

評価受審申込

審査料の支払い

自己評価の実施

サーベイヤー

評価の実施

中間報告※

評価委員会 審議

審査部会 確認

理事会 評価決定

医療機関結果の通知

都道府県結果の通知

評価センターホームページから評価受審の申し込み

基本情報・自己評価シートの作成・根拠資料の添付
（基本情報・自己評価シートの作成依頼メールを受領後、30日以内に評価システムへの入力
を完了する必要があります）

事務局は、提出された書類の不備等を確認

サーベイヤーによる書面評価実施(３０日以内に評価センターに報告)

評価が滞ることなく実施できた場合は、医療機関及び
都道府県に結果を通知するまで４カ月を見込んでいる。

※ 評価において、労働関係法令及び医療法に規定された事項（必須項
目）が未達成の場合や現時点における取組状況に改善の必要があり、
また、今後の取組予定も見直しの必要がある場合、評価センターで
は一旦評価を中断し、医療機関に対して一定期間のうちに改善に向
けた取り組みを実施するよう依頼します。
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1. 基本情報シート

2. 自己評価シート（根拠資料含む）

3. 令和６年度以降の医師労働時間短縮計画の案

46
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書面審査の受審に当たっての留意点

• 「取組状況」欄には、医療機関の取組をできるだけ詳しく記載してください。

• 添付資料には、「取組状況」欄に記載した内容に対応する箇所（ページ数や項目番号等）を記
載し、該当箇所に印や下線を引く、注釈を入れる等、ご配慮いただきますようお願いします。

• 評価項目を達成していないのに、自己評価を「達成している」とし、関係のない資料を添付さ
れますと、医療機関への問い合わせ等が発生し、評価手続きに時間を要することになります。

• 必須項目以外の評価項目のうち、現時点では未達成であっても、実施時期を定めて取り組み
を行うことが予定されているものについては、時短計画に記載してください。
医療機関が達成に向けた取組を計画的に行っていることが、取組状況欄の記載と時短計画
から確認できれば、評価は［〇］となります。

評価受審のポイント
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自己評価に当たっての注意点

達成している

未達成

自己評価の選択肢

達成していることが分かる
根拠資料が不可欠

時短計画のみ
（該当項目に関する具体的な取組を記載）

✖

現時点では達成していないが、
具体的な実施時期を定め、取り組むことを
医師労働時間短縮計画に記載している

添付資料

必須項目以外の評価項目については、評価項目で求められている内容を達成しているか否かを確認し、
自院の取組状況に応じて選択肢の中から自己評価を行います。

評価受審のポイント

48

添付資料なし
※申請時点で未達成であり、時短計画に

具体的な実施計画の記載がない場合

【注】 未達成の状態にもかかわらず、「達成している」と自己評価し、関係のない資料を添付されますと評価に時間を要することになります。



資料を添付する際の注意点

• 解説集の【確認資料例】は、あくまで参考として「例示」したものです。
資料名にとらわれず、評価項目ごとの【評価のポイント】で求められている事項を満たす資料をご提出く
ださい。

• 添付した資料には、取組状況欄に記載した内容に対応した箇所に下線や囲みを付すなど、サーベイヤー
が確認しやすいようご配慮をお願いします。

必ずしも【確認資料例】に記載されている資料を全て準備
しなければならないものではありません。

例：解説集ｐ.４
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ご清聴ありがとうございました。
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